
令和 ３年 ３月２７日（土）から

令和 ３年 ４月１８日（日）までの毎日 （２３日間）

平日：１８時から２１時まで、土日:１０時から２１時まで

交通規制図のとおり

車輌（許可車及び軽車輌を除く。）の通行を禁止する。

期 間

時 間

区 間

内 容

県北保健所西側駐車場

臨時駐車場

利用時間：１０時～２１時まで

障がい者Ｐ

ハローワーク南臨時駐車場


